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II . はじめに｜

国の社会資本は，高度経済成長期に設置したものを中心に，今後，急速に老朽化する

ことが見込まれており) また，人口減少・少子高齢化の進展をはじめとする社会構造の

変化等により，国の財政状況も厳しさを増すことが予想される中で,国のインフラ全般

について，適正かつ確実にその維持管理・更新等を行う必要性が高まっている。

政府において,も，平成25年10月4日， 「インフラ老朽化対策の推進に関する関係

省庁連絡会議」が設置され， 同年11月29日には，国民生活やあらゆる社会経済活動

を支える各種施設をインフラとして幅広く対象とし，戦略的な維持管理・更新等の方向

性を示す基本的な計画として， 「インフラ長寿命化基本計画」 （以下「基本計画」とい

う。 ）がとりまとめられた。

このような状況を踏まえ，裁判所の所管に属する施設についても，適切な維持管理・

更新等を行うことにより，国民の安全･安心の確保， 中長期的なコストの縮減や予算の

平準化等を実現する必要があり，そのために，点検･診断の結果に基づき,適時に必要

な対策を着実かつ効率的･効果的に実施するとともに， これらを通じて得られた施設の

状況や対策履歴等の情報を記録1-ﾉ，次の点検・診断等に活用するという’ 「メンテナンス

サイクル」の構築に向け，着実に取組を推進していく必要がある6

そこで，基本計画に基づき，裁判所の所管に属する施設の維持管理・更新等を着実に

・推進するための中長期的な取組の方向性を明らかにするものとして， 「裁判所インフラ

長寿命化計画（行動計画） 」 （以下「行動計画」という。 ）を策定する。

本行動計画に基づき， メンテナンスサイクルの構築と継続的な発展を更に推進し，施

設の新設から撤去までのいわゆるライフサイクルの延長のための対策という狭義の長寿

命化の取組に留まらず，更新を含め，将来にわたって必要なインフラの機能を発揮し続

けるための取組を実行することとする｡

庇~軒画硫薗1
1 ．対象施設

裁判所の所管に属する施設を対象とし，老朽，狭院，分散，耐震性能・耐津波性能

の不足，都市計画上の要請等の理由から更新すべき施設を除き，長寿命化を図る必

要がある。

2．計画期間

令和3年度（2021年度）を初年度とし，令和7年度（2025年度）までを計

画期間とする。

Ⅲ、対象施設の現状と課題

裁判所は，全国に463庁（延べ面積で約184万㎡） という多くの庁舎を有するが，

このうち，建築後30年以上を経過している庁舎が全体の7割に迫るなど，老朽化の箸
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しい施設を多数維持管理している現状にある。また，省庁別宿舎についても庁舎と同様

に老朽化が進んでいる｡

裁判所の使命を果たすためには,裁判所施設の機能を維持するとともに，その安全性

を確保することが不可欠であって〃施設の管理者においては,その維持管理を遺漏なく，

かつ適切に実施することぶ必要である。

そこで，今後の厳しい財政状況等も踏まえ，裁判所におけるインフラの長寿命化に向

けて既に現場が直面している課題を明らかにし,その解決に向けた取組を迅速かつきめ

細かく進めていくとともに， 中長期的な社会経済情勢の変化を見据えたメンテナンスサ

イクルの構築に向けた取組を進める必要がある。

1 ．点検･診断／修繕･更新等

インフラの維持管理及び修繕･更新等に当たっては，施設の異常を把握するための

日常的な見回り 。確認経年劣化．損傷を把握するための定期的な点検･診断，災

害発生後の異常を把握するための緊急点検等の不定期な点検などが行われているが，

これらは，施設の機能を維持するとともに，利用者や職員の安全を確保するための

措置を講ずる上で必要不可欠であり,､これを引き続き適切に実施するとともに，そ

の分析・反映等の仕組をより実効性の高いものとすることにより，施設の状況をよ

り的確に把握しタ良好なものとして維持保全していく必要がある。

2．基準類の充実

裁判所における施設の維持管理及び修繕･更新等に必要な基準類は， 関係法令・告

示等に加え，所要の通達等が整備されているところであるが,ゞさらに保全業務の在

り方や実情，関係法令の改正等に合わせた見直し等を適切に行う必要がある。

3情報基盤の整備と活用

保全に必要な施設の情報について，その一部をBIMMS-N{X)に登録すると

ともに，法令等に基づき，維持管理及び修繕・更新等に必要な情報を保全台帳に記

録し，備え付けることとしているが，情報の管理・分析等が十分ではないなどの問

題もあり，今後さらに，実際の施設の維持管理及び修繕・更新等の過程において，

必要な情報を効率的・効果的に収集しルこれを適切に管理･分析ずることにより，

メンテナンスサイクルを適切に機能させていく必要がある｡

※国士交通省が管理する「官庁施設情報管理システム」

(BUildinglnfOrmatiOnsystemfbr:MaintenanceandManagementSUpportinNatiOnal

government) .
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4．個別施設計画の策定・充実

個別施設計画は，点検・診断等の結果を踏まえ，個別施設ごとの具体的な対応方針

を定めるものであり，メンテナンスサイクルの核として重要な意義を有する。

裁判所においては，従前から個別施設計画として， 中長期保全計画を作成している

が, さらにすべての施設について，点検・診断及び修繕・更新等の過程を通じて情

報を効率的・効果的に収集し， これを適切に分析・反映した個別施設計画を整備す

ることにより，施設の状況等に応じたきめ細かな対応を行っていく必要がある。

5．新技術の導入

点検・診断及び修繕・更新等を効率的・効果的に実施していくためには,． さらに，

関係省庁とも連携の上,より効率的かつ効果的な長寿命化に資する新技術の情報収

集及び導入に取り組む必要がある。

6． 予算管理

厳しい財政状況下において，修繕・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平

準化を図るために，施設に関する情報を的確に蓄積・更新し，適切な個別施設計画

の策定と計画的な執行を行う必要がある。

7．体制の構築

「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」 （平成17年6月国

土交通省策定）に基づき，すべての対象施設において施設保全責任者が設置されて

いるが， さらに， より実効性のある保全を実施するための体制を構築する必要があ

る･

Ⅳ、 中長期的な維持管理・更新等に係るコストの見通し

維持管理及び修繕・更新等に係るトータルコス･トの縮減や予算の平準化を図り，必要

な予算の確保を進めていくためには， 中長期的な将来の見通しを把握して予防的な個別

施設計画を策定するなどの取組を進めることが重要であり， ．そのために，施設の実態等

を踏まえj 中長期的な維持管理及び修繕・更新等のコストの見通しを的確に把握する必

要がある。

信一=一一一ローーーー－－

|v.必要茄必要施策に係る取組の方向性

｢Ⅲ、対象施設の現状と課題」を踏まえ，以下の取組を進める。

1 点検･診断／修繕Q更新等

すべての対象施設について，法令・告示等に基づき定期（建築物の敷地及び構造は

3年以内ごと，建築設備・防火設備は1年以内ごと）の点検・診断等を引き続き実
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施するとともに，庁舎・宿舎カルテの充実を図り,その分析・反映等の仕組みをよ

り実効性の高いものにすることにより，施設の状況をより的確に把握し,維持保全を

確実に実施する。 これまでの取組により， ・保全実態調査で. 「施設の保全状況」が「良

好」 (総評点が80点以上） と判断される施設（宿舎を除く）は90%以上の割合

となっているが， この状況が更に維持・改善されるよう, 引き続き取組を継続する。

2．基準類の充実

施設の定期点検については，建築基準法,官公庁施設の建設等に関する法律等で実

施方法が定められ，また，支障がない状態の確認については， 「国家機関の建築物
及びその附帯施設の保全に関する基準」（平成17年5月27日付け国土交通省告

示第551号）で建築物の各部の状態とその確認方法が定められているところ， 引

き続きこれらに基づく点検，確認を実施する｡また，裁判所において定めている保

全に関する事務の取扱いについても， 引き続き通達等に基づいて実施する。その上

でj関係法令の改正その他の情報･を幅広く収集しながら保全業務の在り方を不断に

見直し，基準類の整備とこれに基づく点検，確認の一層の充実化ぅ実質化を図る。

3．情報基盤の整備と活用

裁判所において定めている保全に関する事務の取扱いに基づく点検‘診断の結果に

関し，必要な情報を更に効率的・効果的に収集して蓄積・更新した上， これを適切

に管理・分析して活用し，施設の現状と課題をより的確に把握することにより保全

の適正化を図り， メンテナンスサイクルを適切に機能させる。

4.個別施設計画の策定・充実

すべての対象施設についてi 中長期保全計画等による個別施設計画が作成されてい

るところ， 更に，点検・診断及び修繕.:更新等の過程を通じて必要な情報を効率

的・効果的に収集し,:これを適切に分析・反映した個別施設計画を更新する。

5．新技術の導入

点検･診断や材料･工法等に関し, 関係省庁とも連携の上, より効率的かつ効果的

な長寿命化に資する新技術の情報収集及び導入に努める。

6． 予算管理

最高裁判所は，施設に関する情報を的確に評価し，対応の必要性・緊急性や必要な

対策費用等を検討の上，将来必要となる費用の全体を見通しながら優先順位を検討

するなどして〉予防保全の見地から全庁的な施設計画を策定し，計画的に保全業務

を実施することなどにより，修繕・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平

準化を図る°
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7．体制の構築

施設の管理者は，点検・診断の結果に基づき中長期保全計画等を策定し，それを踏

まえて，各対象施設の施設保全責任者は，保全に関する業務を適正に実施するとと

もに，必要な情報を蓄積・更新する6

建築保全業務に係る共通仕様書や積算基準等を活用し，適正な保全業務委託の実施

を継続的に推進する｡

高等裁判所は, これらの情報を適切に管理・分析して，管内における施設の現状と

課題を把握し， これを踏まえて実効的な保全を実現する。

最高裁判所は， これらの計画全体を総合的に評価することにより， メンテナンスサ

イクルが適切に機能しているかを確認し,：総合調整等を行う。

また，既にすべての対象施設に施設保全責任者が設置されているところす最高裁判

所及び高等裁判所は,専門知識や経験の少ない施設保全責任者及び保全担当者に対

する情報提供を行うなど，保全業務の充実・適正化に向けた指導を総合的に推進す

る。

Ⅵも フオローアヅプ計画

裁判所は，本行動計画を継続し発展させるため,， 「V.必要施策に係る取組の方向性」

に沿った取組を引き続き充実させる。併せて,‘本行動計画の取組状況を把握し， '必要な

検討を行うとともに，必要に応じて公表及び中央官庁営繕担当課長連絡調整会議構成員

に対する情報提供を行う。
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